
＜問合せ先＞

　■　霧島市教育委員会　社会教育課
　　　学習支援グループ　ＴＥＬ：０９９５－５５－１３７６

＜往復はがきの記入方法と記入例＞

４ 受講資格等
・ 霧島市内に居住又は勤務する人

（満１８歳以上で、高校生を除く）

・ 本講座は初心者対象です。

同一講座の受講は連続２年まで

（開講しなかった年を除いて受講年数をカウント

します。）

・ 講座の運営に積極的にご協力いただける人

５ 受講料
２，０００円【講座回数９回】

※ 受講料納入後は返金しませんのでご注意ください。

１ 申込方法
・ 往復はがき（１２６円）に必要事項を記入し、

社会教育課まで郵送又は直接提出してください。

切手の不足がないか必ず確認してください。

※電話やＦＡＸ等での申込みはできません。

２ 申込講座数
・ １人４講座まで申込みができます。

・ 往復はがき１枚に１講座１人を記入してください。

３ 申込期限
・ 令和５年８月１０日（木）当日消印有効

６ 受講決定

・ 講座の開講及び受講決定等の詳細については、返信用はがきにて通知します。

・ 決定通知は９月初旬、開講は１０月を予定しています。

７ 注意事項

・ お子様等を含め、受講生以外の参加はできません。

・ 受講に必要な道具やテキスト等の費用は受講生の自己負担となります。

・ 定員を超えた場合は抽選となります。また、申込者数が定員の半数に満たない講座は開講できませんので、

あらかじめご了承ください。

・ 荒天等により日程変更を行う場合があります。

・ 申込時に記入していただいた個人情報は本事業以外には使用しません。電話番号は各講座で作成する連絡

網に使用しますのであらかじめご了承ください。

・ 体を動かす講座に応募する場合、持病のある人は医師に相談してからお申込みください。

令和５年度

霧島市公民館定期講座募集案内
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